
  

 

  

各種検定試験合格者の単位認定に関する取扱規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，神奈川大学学則第13条の２に基づき，文部科学省認定の技能資格又はそれに準じる技能資格の審査

（以下，「検定試験」という。）に合格した者の単位認定について必要な事項を定める。 

 

 （検定試験の種類と認定基準） 

第２条 この規程で単位認定の対象となる検定試験の種類及び認定基準は，別表第１，別表第１の２，別表第２及び別表

第２の２のとおりとする。 

 

 （認定単位の取扱い） 

第３条 この規程で認定された単位は，それぞれ別表第１，別表第１の２，別表第２及び別表第２の２に定める科目名と

して認定し，各学科の配当群において所定の単位数を卒業要件単位に算入することができる。 

２ 「技能資格（英語）」「技能資格（フランス語）」「技能資格（ドイツ語）」「技能資格（スペイン語）」「技能資格（ロシ

ア語）」「技能資格（中国語）」「技能資格（朝鮮語）」「技能資格（韓国語）」「技能資格（工業英語）」のうち，各学科で履

修できない外国語に該当する検定試験は除く。 

３ 同一認定基準において２種類以上の検定試験が単位認定の対象となる場合は，本人の申請により，いずれか１種類の

検定試験のみを認定する。 

４ この規程で認定された単位は，各年次の履修制限単位数には含めない。 

５ この規程で認定された単位の成績評価は，一律に「認定」とする。 

６ 「技能資格（英語）」「技能資格（フランス語）」「技能資格（ドイツ語）」「技能資格（スペイン語）」「技能資格（ロシ

ア語）」「技能資格（中国語）」「技能資格（朝鮮語）」「技能資格（韓国語）」のうち，各言語を母語とする者の申請は，

原則として認めない。 

 

 （単位の認定手続） 

第４条 前３条の規定により単位の認定を受けようとする者は，所定の期日までに，「単位認定申請書」及び検定試験の「合

格証明書」（級数又はスコアを含む。）を教務課又は，平塚教務課を経て所属学部長に提出しなければならない。 

 

 （事務の所管） 

第５条 各種検定試験合格者の単位認定に関する事務は，教務課及び平塚教務課が所管する。 

 

 （改廃） 

第６条 この規程の改廃は，評議会の議を経て理事会が行う。 

 

   附則 

１ この規程は，平成12年４月１日から施行する。 

２ この規程は，平成12年度在籍者から適用する。 

           ・ 

           ・ 

          （中略） 

                      ・ 

           ・   

   附則 

 この規程は，平成26年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


